
大阪市における市民活動の推進に向けた提言 ～多様な主体の協働による市民活動の活性化～ （概要版） 
 
大阪市における市民活動を取り巻く背景（第１章） 

 

 

 

大阪市における市民活動団体の現状、課題及び市民活動推進施策の現状⇒市民活動の推進に向けた取組（第２章、第３章、第４章１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 我が国の市民活動を取り巻く状況の変化 
２ 大阪市を取り巻く状況の変化 
３ 大阪市における市民活動の推進 
  に向けた政策の変遷 
 

                  市民が当事者意識を持って参加することで、市民活動団体の活動が活性化し、様々な課題を連携協働することで解決できる状態 
                     (1)当事者意識を持った市民が参加し、市民活動団体の活動が活性化する状態   (2)市民活動団体が連携協働する状態 
                        ア やりたいことなどに気付ける機会の提供により、活動への意欲を高める（参加のきっかけ）⇒イ 内発的な動機付けが高まる条件を整備 
                 する（やる気を高めやすい配慮）⇒ウ 場の力を醸成する 
 
 
 
 

現状（市民活動団体） 課題（市民活動団体） 

 

施策の現状（大阪市）【実績は平成26年度】 今後の取組（市民活動団体） 
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次の支援を必要としている 
・担い手の拡大 
・参加者の拡大（住民参加促 
 進） 
・運営そのもの 

 ・活動の自律性は高まって 
 きている 
・担い手不足 
・資金調達力不足 

 

・紙媒体での情報発信が主 
・電子媒体による情報発信も 
 徐々に広まっている（ホーム 
 ページやフェイスブック、ブ 
 ログ等） 

 ・ＮＰＯ法人という言葉は広ま 
 っている 
・活動内容はまだまだ知られ 
 ていない 

 

・連携協働のメリットを実感で 
 きていない 

 

・他の活動主体となんらかの 
 連携が行われている 
・地縁型とテーマ型の連携協 
働はあまり見られない 

 

・ネットワークを拡げていく必要 
 （組織内で主体的に描いたビ 
 ジョンを共有） 
・基礎的な運営力を養う必要 
・事務的作業を担う人材を獲得 
 及び育成する必要 

 ・協力者を増やす必要（組織内 
 におけるビジョンの共有、組 
 織外に向けて幅広くビジョン 
 を発信） 
・事業遂行、人材育成、資金調 
 達の能力を補う必要 

 ・ネットワークを拡げていく必要 
 （組織内で主体的に描いたビ 
 ジョンを共有） 
・基礎的な運営力を養う必要 
・事務的作業を担う人材を獲得 
 及び育成する必要 

 ・組織内外に向けて様々な手 
 段で幅広く情報発信する必 
 要 

 

・運営基盤を強化する必要 
・地域課題の掘り起こしや整理 
 などを行うことが必要 
・主体的なビジョン、それぞれ 
 の活動内容等を共有する場を 
 持つ必要 

 ・連携協働したい相手等に対する 
情報発信を充実していく必要 
・多様な団体と出会う機会を増やす 
 必要 
・地縁型とテーマ型の連携協働に 
 向けた支援策を充実させることが 
 有効（地縁型と共通） 

 

・団体自身で主体的な役割を描く必要 
・会計の透明性の確保や議決機関の 
 適正な運営 
・事務的作業を行う人材など担い手を 
 拡大 
・自主財源の確保 

 
・運営基盤をさらに強化する必要 
（事業遂行、人材育成、資金調達） 
・協力者（担い手・連携協働相手等） 
の獲得（主体的に描いた役割（ビ 
ジョン）を組織内で共有、組織外 
へ積極的に発信） 

 
・電子広報媒体などの多様な情報 
 発信手法の活用を検討し、その 
 手法を活用できる人材の育成や 
 確保を図っていく必要 
・団体情報、活動情報などを積極的 
 に発信していくことが必要 

 ・情報を伝えたい対象を絞った情報発 
 信を行うよう工夫していく必要 
・地縁型市民活動団体に伝えることを意 
図した情報発信の方法を検討する必要 
・行政が支援策として提供している情報 
 発信媒体等についても、積極的に活用 

 
・構成団体間の連携協働を図って
いくことが求められ、そのための交
流の場づくりが必要 
・地域活動協議会間での連携協
働、地域活動協議会と他の主体と
の連携協働を、積極的に行って 
いく必要 

 ・多様な主体が自由に参加できる
交流の場を、団体自らが設けたり、
また既存の交流の場を活用する 
・地縁型市民活動団体と交流を図る 
・連携協働したい相手に伝えること
を意図した情報発信を行っていく
必要 

 

・団体自身で主体的な役割を描き、 
組織内で共有することに向けた支 
援 
・開かれた組織運営、事務的作業 
 を行う人材など担い手の拡大、自 
 主財源の確保に向けた支援 

 ・事業遂行、人材育成、資金調達 
 の能力の向上に向けた支援 
・協力者（担い手・連携協働相手等） 
の獲得に向けて、主体的に描い 
た役割を組織内外で共有・発信す 
ることに対する支援 

 
・電子広報媒体などの多様な 
 情報発信媒体を活用できる 
 人材の育成や確保に向けた 
 支援 

 

・参加者募集、担い手募集、協働 
相手の発掘、協賛企業の募集等、 
趣旨・目的ごとに情報を伝えたい 
対象を絞った情報発信の支援 
・地縁型市民活動団体に伝えること 
 を意図した情報発信の支援 

 市民活動は、自主 
的・自発的という点 
をその推進力とす 
るものであるから、 
その点を踏まえて 
支援 
(ｱ) 場所と情報の 
   提供 
(ｲ) つなぐ人材の 
    確保 
(ｳ) つなぐ仕組み 
    の強化 
(ｴ) 中間支援組織・ 

人材の活用 

・ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業【相談件数 
 2,630件】 

・コミュニティビジネス等促進事業【相談件数212件】 
・ＮＰＯレベルアップ講座【10回開催約400人参加】 
・市民活動推進助成事業【平成26年度までに延べ 43 

 団体へ助成】 
・地域活動活性化に向けた講師派遣事業【18件派遣】 
・地域公共人材開発事業【延べ11団体から派遣の 

 申込があり計25回（延べ79人）の派遣】 

・新たな地域コミュニティ支援事業（まちづくりセ
ンター） 
・地域活動協議会補助金 

・新たな地域コミュニティ支援事業（まち 
 づくりセンター） 
・各区ホームページや区広報紙 

 

・大阪市ボランティア情報ネットワーク 
 【登録団体数1,128】 

 

・新たな地域コミュニティ支援事業（まち 
 づくりセンター） 
 

・大阪市地域貢献活動マッチングシステ 
 ム【登録団体数1,011】 

 

【地縁型とテーマ型の連
携協働】 
・地縁型市民活動団体：
自らの課題やニーズに
合ったテーマ型市民活
動団体を呼んでくる必
要がある。中間支援組
織の支援を受けながら
進めていくのも有効 
・テーマ型市民活動団
体：いろいろな地域に出
向いていき、自らの団体
の活動のことを知っても
らう 
 
 

４ 大阪市におけ 
  る市民活動の 
  将来のあり方 



多様な主体の協働に向けた今後の取組（第４章２・３） 
  (1) 市民活動団体の活動の広がり   
   組織運営（個々の団体として、運営基盤を固め、適正に活動をしている）→情報発信（情報発信し、お互いに知り合い、自発的な活動を広げる）→連携協働（自発的活動が相互に刺激し合い、誘発的に広がっていく） 
 (2) オープンな（開かれた）場でのつながり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  (3) 市民活動団体と行政の関わり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
大阪市における市民活動の推進に向けた今後の課題（第５章） 

 

 オープンな（開かれた）場 

ア 場づくりと 
   場の雰囲気づくり 

(ｱ) 場づくり 
・場をつくる主体 
・対象とする区域 
 （エリア） 
・参加できる主体 
など 

(ｲ) 場の雰囲気づくり 
・誰でも参加できる 
 （排除されない） 
・否定されない 
・改善の提案を受け 
 られる 
・決めない場と決める 
 場を区別する 

イ 誘発や連携協働が生まれるための仕掛け 

 (ｱ) 多様な主体の引き出し（場の参加への誘導） 
  Ａ 参加の利点（メリット）を情報発信する 
    ・やりたいことができるようになる 
    ・問題意識や危機感に対応した活動ができるようになる 
    ・客体から主体、ゲストからキャストになれる 
    ・みんなで活動することで仲間が広がり楽しく活動できる 
 
 
(ｲ) 場の力の醸成（高める） 
  Ａ お互いを知る情報公開 
   ・相互に信頼を得る 
   ・場の透明性の確保 
  Ｂ 主体的な活動の保障（任せる） 
    ・任せることにより、その場に参加している主体のやる気 
    を高め、能力・潜在力を引き出す 
  Ｃ 様々な利害・関心、強み・弱みを調整し、つなぐ 
   ・主体・活動がつながること（つながり方）を支援する専 
     門的な機能が必要 
  Ｄ 共感を得る 
    ・共感が得られるように伝え、共感を受けた相手が、別の 
    相手に伝えていくなど、活動が誘発的に広がっていく 
 
 

 中間支援組織（人材）の活用 
ア 機能 
  (ｱ) 受けとめる 
    ・主体の思いをそのまま受け止める 
   ・支援希望をそのままの形でうまく引き出す能力・技術が必要 

  (ｲ) 調査・分析する 
    ・支援希望を実現するために必要な事項を抽出し、調査・分析 
  (ｳ) 情報収集する 
    ・ネットワークなども活かして収集 
  (ｴ) 力をつける支援をする 
    ・主体ができることとできないことを把握し、主体自らの力でで 
     きるように支援 
  (ｵ) 創り出す 
    ・専門的な知識や、活動主体でない、第三者的立場を活かす 
  (ｶ) 情報発信する 
    ・中間支援組織・人材の活動を情報発信 
    ・支援対象である主体の活動を情報発信（による支援） 
  (ｷ) つなぐ 
    ・専門的な知識及びつながりを活かして、つながることを支援 
  (ｸ) 調整し、まとめる 
    ・個々の支援策を調整し、最も効果があがるように組み合わせ 
     て１つのまとまった支援策を作る 
    ・オープンな場の雰囲気や主体同士の関係を調整し、まとめ 
    る 
 
 
 
 

イ 主体（種類） 
  (ｱ) 大阪市の施策 
    Ａ 新たな地域コミュニティ 
       支援事業（まちづくりセ 

ンター） 
    Ｂ 地域公共人材 
    Ｃ その他 
  (ｲ) 民間の中間支援団体 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 支援策の推進 
・活動と活動をつなぐことや、つな 
 いだ後に活動を調整し、まとめる 
 という段階の支援は非常に弱い 
・多様な主体間での連携協働の場 
 づくりなどについても、全市的な 
 動きにまでは至っていない 
・それぞれの団体の実情を踏まえ 
 た、きめ細かな支援を行う、専門 
 的な能力・技術も求められる 

(ｱ) 場所と情報の提供 
  ・主体が活動する時に容易にその場所を確保できるように支援 
  ・欲しい時に、求める情報に容易に到達することができ、わかりやすく、具体的に活用できるよう伝える   
(ｲ) つなぐ人材の確保 
  ・地域資源情報を把握し、つなぎ、調整することや、主体間の話合いを整理し、円滑に進行することなどができる能力・技術のある人 
材の確保 

(ｳ) つなぐ仕組みの強化 
  ・物理的につなぐことに留まらず、内容面においても、より効果的なつながりとなるような支援 
  ・つながった事例について、その過程がわかる形で整理・蓄積した事例集としてﾃﾞー ﾀﾍﾞー ｽの作成   
(ｴ) 中間支援組織・人材の活用 
  ・中間支援組織・人材（を活用した事業）について、常にＰＤＣＡの観点から検証を行い、必要な支援が十分に提供されるよう留意 
 

(2) 多様な主体としての関わり 
  ・行政も、協働のパートナーの一員 
   として市民活動の一翼を担ってい 
   くことについても力を入れていく 
   必要がある 
  ・地域社会の現状や課題、ニーズ 
   を把握することが大切 
  ・こういった意識を持った、協働型 
  社会における職員の養成を進めて 
  いくとともに、地域の実情に応じた 
  形で、そういった意見交換の場な 
どの仕組みを持つことが必要 

 
 
 １ 多様な主体の参加に向けて                                                ２ 中間支援組織・人材の活用に向けて            ３ 市民協働型の評価に向けて 

  (1) 当事者意識を持った市民の参加                                               (1) 地域活動協議会に対する専門的支援の必要性 
  (2) 企業の更なる参画                                                         (2) 地域公共人材の活用の促進策について 
  (3) ICT（情報通信技術）の利活用による担い手の拡大 

・連携協働の段階の活動に対す 
る支援は、その多様性に対応し 
た、個別のものとする必要がある 
・支援を行う者・組織は、その個 
別性に対応するため、いろいろ 
な市民活動や団体の情報や事 
例を保有し、主体の多様な状況 
に柔軟に対応し、各主体ごとの 
目的・役割・活動状況や活用で 
きる資源を把握・分析したうえ 
で、支援策を立案することができ 
る、専門的な力が求められる 
→専門的な能力・技術が必要で 
  あることから中間支援組織・ 
  人材を活用することが有効 
 


